
　

8 藤本社会教育センター前　～　坂本コミュニティセンター前（ゴール） 1.4km 30才代・男子

合　　　計（８区間） 10.5km

5 田上社会教育センター入口　～　葉木橋右岸（ＪＲ線側） 1.4km 中高生・男子

6 葉木橋右岸（ＪＲ線側）　～　旧神田工業前 1.9km 20才代・男子

7 旧神田工業前　～　藤本社会教育センター前 0.8km 40才代・男子

制限なし・女子

3 大門瀬 八ツ枝橋前　～　中畑 ほたるの里記念碑前 1.3km 40才代・男子

4 中畑 ほたるの里記念碑前　～　田上社会教育センター入口 2.0km 制限なし・男子

　　　かわいい“くまモン”が表紙の

「２０１９年版　市民手帳」を販売します

　　　＜販売期間＞　平成３０年１２月３日（月）～　平成３１年１月３１日（木）まで

　　　＜価　  格＞　１冊　　４７０円　(税込）　※現金販売となります。

　　　＜販売場所＞　○市役所仮設庁舎（東棟１階）総合案内所

　　　　　　　　　　○各支所地域振興課　〇文書統計課

　　　＜サ イ ズ＞　長方形　（９.４㎝×１５.０㎝）

　　　＜内　  容＞　★コンパクトに書ける予定表

　　　　　　　　　  ★ミニ知識として便利な統計情報

　　　　　　　　　  ★各種届出、各種証明書類の請求方法

　　　　　　　　　  ★イベントカレンダー

　　　　　　　　　  ★パラパライラスト　くまモンバージョン　など

　　　　※数量限定のため、お早めにお求めください。

　　　　※取りおき、予約販売はしておりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　文書統計課    ☎３３－４１７４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域振興課　　☎４５－２２１１

駅伝大会のお知らせ

　今年も、坂本校区民体育祭「体力つくり駅伝大会」が開催されます。

　地域対抗による熱いタスキリレーが繰り広げられます。

　沿道での、選手への温かいご声援をよろしくお願いします。

　　【日　時】　平成３０年１２月９日（日）

　　　　　　　　　午前　８時３０分　開会式　（坂本コミュニティセンター大ホール）

　　　　　　　　　午前１０時００分　スタート（真愛保育園正門前）

　　☑後期高齢者医療保険料　　６期 　　　と　き　：　平成３０年１２月１８日（火）

※納付にお困りの場合は、お早めにご相談ください。 　　　時　間　：　午前１０時～午後３時

※納期限が、土曜日、日曜日にあたる場合は、次の 　　　場　所　：　坂本支所　２階会議室

　月曜日になります。 　　　行政相談委員　：　森上　幸久　氏

    《問い合わせ》 　　　　《問い合わせ》

　　　　　場　所　：　坂本支所　２階会議室

　　　　　人権擁護委員　：　萼　珠美　氏、宮﨑　広美　氏

　　　　　　　　　　　　　　　の２人で相談に応じます。

　　《問い合わせ》　　地域振興課　　☎ ４５－２２１１

毎月１１日は『人権を確かめ合う日』です。

　★☆★市税等の納期について★☆★

　　☑国民健康保険税　　　　　９期

　　☑介護保険料　　　　　　　９期

　　☑簡易水道使用料１２月分〈１１月使用分〉

～行政相談のお知らせ～
　　　１月４日（金）納期限のもの

人権擁護委員をご存じですか？

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けており、問題解決のための職務を行うに当たっては、関係者の秘

密を守ります。

    　　　　人権擁護委員による特設人権相談所を開設します

　色々な人権問題、家庭内や隣近所のもめごとなど日常生活全般にわたる紛争や法律問題など、様々な相談に

応じています。ひとりで悩まずご相談ください。

　予約不要です。当日会場へお越しください。

　　　　　と　き　：　平成３０年１２月５日（水）

　　　　　時　間　：　午前１０時～午後３時

　　【区間及び距離・年齢区分】

区 区　　　　　　　間 距　離 年齢区分

1 真愛保育園正門前　～　久多良木多目的集会施設前 0.6km 小学生

2 久多良木多目的集会施設前　～　大門瀬 八ツ枝橋前 1.1km

　　　　地域振興課　市民サービス係 　　　　　　地域振興課　市民サービス係

　　　　　　☎ ４５－２２１２ 　　　　　　　　☎ ４５－２２１２

火の用心！！

　冬は、暖房などで火を使うことが多く、また空気が乾燥しているため

に火事が起こりやすい上に、その火が広がりやすい季節です。

　火の元、火の取扱いには十分注意し、火災予防に心がけましょう！！

　　　１２月２５日（火）納期限のもの

　　☑市県民税　　　　　　　　４期

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをし

ます。また、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権の啓発活動

を行う民間ボランティアです。 
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市税等の納付には、便利で確実な

口座振替をおすすめします。


